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議案第１０号 

君津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 

平成２９年１１月３０日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成２９年法律第２５号）による公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の一

部改正に伴い、認知症患者等の入居者の収入申告義務を緩和するため、君津市営住宅の設

置及び管理に関する条例（平成９年君津市条例第２４号）の一部を改正しようとするもの

である。 
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君津市条例第  号 

君津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

君津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年君津市条例第２４号）の一部を次 

のように改正する。 

第１５条第１項ただし書中「場合」の次に「（次条第１項ただし書に規定する場合を除

く。）」を加える。 

 第１６条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、入居者が省令第８条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告す

ること及び第３７条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると

市長が認めるときは、この限りでない。 

 第１６条第３項中「基づき」の次に「（同項ただし書に規定する場合にあっては、省令

第９条に規定する方法により）」を加える。 

 第３２条第２項中「第８条第２項」の次に「（第１６条第１項ただし書に規定する場合

にあっては、令第８条第３項において準用する同条第２項）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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君津市営住宅の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（家賃の決定） （家賃の決定） 

第１５条 一般市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第３項の規定

により認定された政令月収（同条第４項の規定により更正された場

合には、その更正後の政令月収。第３０条において同じ。）に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（第４項の規定により定められたものを

いう。以下同じ。）以下で令第２条に規定する方法により算出した

額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合（次条第１

項ただし書に規定する場合を除く。）において、第３７条第１項の

規定による請求を行ったにもかかわらず、一般市営住宅の入居者が

その請求に応じないときは、当該一般市営住宅の家賃は、近傍同種

の住宅の家賃とする。 

第１５条 一般市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第３項の規定

により認定された政令月収（同条第４項の規定により更正された場

合には、その更正後の政令月収。第３０条において同じ。）に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃（第４項の規定により定められたものを

いう。以下同じ。）以下で令第２条に規定する方法により算出した

額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合     

                 において、第３７条第１項の

規定による請求を行ったにもかかわらず、一般市営住宅の入居者が

その請求に応じないときは、当該一般市営住宅の家賃は、近傍同種

の住宅の家賃とする。 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第１６条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところによ

り収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第８条各

号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第

３７条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情に

あると市長が認めるときは、この限りでない。 

第１６条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところによ

り収入を申告しなければならない。              

２ 省略 ２ 省略 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に基づき（同項ただし書

に規定する場合にあっては、省令第９条に規定する方法により）、

政令月収の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に基づき       

                             、

政令月収の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。 

４ 省略 ４ 省略 

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 
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第３２条 省略 第３２条 省略 

２ 市長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収

入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項（第１６

条第１項ただし書に規定する場合にあっては、令第８条第３項にお

いて準用する同条第２項）に規定する方法によらなければならない。 

２ 市長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収

入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項    

            に規定する方法によらなければならない。 

３ 省略 ３ 省略 


